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 平成 25 年 6 月 14 日 

各  位 

 

 
 

平成25年9月期第2四半期報告書の平成25年6月14日までの提出断念 

及び当社株式の上場廃止の見込みについて 

 

当社は、平成25年6月11日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書及び平成25年9月期第２

四半期報告書の提出に係る経過状況について」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価

証券報告書等の訂正報告書及び提出が遅れております平成25年9月期第2四半期報告書の提出を

本日までに行えるよう全力で取り組んでおりましたが、当社の平成25年9月期第2四半期において、

レビュー報告書を受領するために必要とする決算数値の確定を行うことができないため、平成25 

年9月期の第2四半期報告書を提出するにあたり添付される、金融商品取引法第193 条の２第１項

の規定に基づく四半期レビュー報告書を受領できず、平成25 年9月期の第2四半期報告書を法定

提出期間の経過後１ヵ月以内である平成25年6月15日まで(実質提出可能日は本日）に提出を行う

ことができないこととなったため、JASDAQにおける有価証券上場規程第47条第1項第11号（有価

証券報告書又は四半期報告書の提出遅延）の上場廃止基準に該当する見込みとなりましたので、

お知らせいたします。 

記 

 
１．当該事象に至った経緯 

当社は、平成25年3月14日付「監理銘柄（審査中）指定及び監理銘柄（確認中）指定解除に関

するお知らせ」及び平成25年5月14日付「平成25年9月期第２四半期報告書提出遅延および当社株

式の監理銘柄(確認中)の追加指定の見込みに関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、過

年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び決算短信の訂正の必要があり、今後提出する有

価証券報告書等の訂正内容の状況及び審査結果如何によっては、上場廃止基準に該当することと

なること及び平成25年9月期第２四半期報告書の提出遅延により、当社株式は監理銘柄（審査中）

及び監理銘柄（確認中）に指定されております。 

本日時点において過去の修正箇所に対する訂正の結果を示すことができないため、一時会計監

査人より過年度訂正報告書及び平成25年9月期第2四半期報告書についての意見を得ることが出
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来ず、当該監査が未了の状況が継続しております。 

当社は、過年度の訂正報告書及び第2四半期報告書の提出に向け全力を挙げており、コンプラ

イアンスに注力し社内精査した結果、当社グループ内における棚卸資産の残高について、確認を

要する事象が発生し、確認作業及びそれに伴う売上処理についても精査を行っている状況下で当

該棚卸資産の最終的な状況の確認及び、売上計上の適正な処理かつ合理的な会計処理を導くため

の十分な情報の確認・検証が完了していない状況であり、過去における当該取引の妥当性の検証

を行うことが困難な状況の中、さらに平成25年5月27日付「当社子会社役員による不正の発覚に

ついて」にて開示いたしましたとおり、当社子会社役員が顧客より預かった宝飾品(高級時計)

を私的に流用していたことが判明し、警視庁に自首しました。その後、当該子会社取締役は逮捕

となる事件が発生しました。 

当該不祥事に関して現在捜査中であるものの、平成25年9月期中における会計処理の検証は可

能となりましたが、過去における当該取引の妥当性の検証が極めて困難であり、現在の状況では、

会計監査人より一定の妥当性に対する心証を得ることが難しく、また棚卸資産及び売上計上の精

査並びに当該事件を含めた第三者委員会の組成を行い、検証を行う資金の確保及び時間的猶予も

ない状態となり監査未了となってしまいました。 

また、平成25年9月期第2四半期の決算数値を確定させるためには、平成25年９月期第２四半期

期首の残高を確定する必要がございますが、上記の理由等により、平成25年９月期第２四半期期

首の残高を確定させることができないため、平成25年９月期第２四半期報告書を提出することに

ついて断念せざるを得ない状況と判断いたしております。 

なお、本日別途開示の「一時会計監査人の辞任に関するお知らせ」にてお知らせしております

とおり、一時会計監査人である平河町公認会計士共同事務所より、本日時点において監査意見を

表明するに必要な資料の提出がなされないことを受け、一時会計監査人の辞任の申し出を受け、

当社としましても本日辞任を了承いたしました。 

 

２．今後の見通しについて 

上記の結果、過年度の訂正報告書及び平成25年９月期第２四半期報告書が監査未了のため法定

提出期間の経過後１ヵ月以内である6月15日（実質提出可能日6月14日まで）に提出することがで

きなくなりましたので、JASDAQにおける有価証券上場規程第47条第1項第11号（有価証券報告書

又は四半期報告書の提出遅延）の上場廃止基準に該当することとなり、当社株式は6月16日付で

整理銘柄に指定された後、平成25年7月17日に上場廃止となる見通しです。 

なお、当社と致しましては、今後も引き続き決算確定処理を進め、決算開示ならびに有価証券

報告書の提出を行う方針ですが、現時点において目途は立っておりません。 

本件につきましては、株主の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけする結

果となり深くお詫び申しあげます。 

以 上 


